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2　関係機関表敬時のコメント等（参考）

1．関係各機関表敬時のコメント

・DTEC

本調査団派遣前より周辺国への技術移転のための準備を開始しており、（評価を待たずに次

のステップに進んだという意味では）先行している感じではあるが、評価を PCM 手法により、

システマティックに行うことは大切であるとのコメントがあった。

・保健省

当方から、我が国がタイからの輸入食品にも依存していることなどについての謝辞を述べ

た。医科学局長より、タイにおいても国内の食品の安全確保を考えるにあたり、周辺国から

輸入される食品が急増している状況下で、これらの食品衛生の管理が不可欠となってくる。更

にこの事実にかんがみ、周辺国への技術移転については、対象国における食品衛生の強化の

ためだけでは、もはやないことが述べられた。また、食品衛生の向上及び、食品の安全確保

の運気が世界的に高まってきており、米国・EU からWHO 等の国際機関に至るまで、食品衛

生の改善策を議論する場を設け、同方策に基づき努力しようとしているところである。この

ことは、今ではどの国においても、一国単位では解決し得ないことを示しているとの指摘が

あった。

・JICA タイ事務所

延長の主目的にGLP の強化があげられていたが、その達成度の評価はどのように行われて

いるのかという質問について、南団員から、まず初めにマニュアルの有り無しと、同マニュ

アルに基づき、業務を行っているのかどうかが、判断材料となるということを説明した。更

に周辺国参加型セミナー（一部団員が最終日のみ参加）について、どのような議論が行われた

のか、また、カウンターパートの発表の様子などに関する質問に対しては、北村チーフアド

バイザーより、両局の副局長によるプレゼンテーションと、施設見学時の担当部長による説

明があった。いずれも問題なく当初の予定を達成したとの説明があった。

所長からは、最近ヴィエトナム計画投資省の幹部と協議した際の経験を一例として、タイ

のように、援助国自身が南南協力による協力を、要望している事実についての指摘があった。

我が国の人的資源が限定され、また一方で技術移転を強く要望する国が多いことを考えると、

このような事実は歓迎すべきであり、また、これを支えていく必要がある旨の見解が示され

た。更に、これに関連し、個別派遣専門家以外にも第三国専門家や、シニアボランティアな

ど、活用可能なスキームがあるとのコメントが述べられた。

また、団長から、今後、個別専門家派遣による協力を行う場合、技術と行政の専門家を 2 名

長期で派遣することが望ましいとの指摘があった。
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2．ワークショップ、協議の経過（M／M、合同評価報告書別添）

ワークショップは時間的、先方の人員的な制約、及びプロジェクト内での事前の擦り合わせが

ある程度できていることを踏まえ、通常の協議と同様の形式をとった。

「提言（Reccomendation）」の項を除き、プロジェクトの達成度や今後の方向性などの基本的事

項に関する認識の相違は見られず、データの訂正（例：マニュアルの数等）や文・語句の微修正が

主となった。また、M ／Mについても同様であった。

Reccomendation の項については、プロジェクト終了後に本格展開される見込みの第三国への技

術移転を進めるにあたり、タイ側の十分な準備が必要である旨の一文について議論が集中した。先

方は「タイ側（the Thai side）」とした当方の案について、「双方（both sides）」もしくは「関係各

機関（the concerned parties）」とするよう希望した。

これに対し、一方で 1 年間の延長期間における協力によって、タイ側が第三国への技術移転可

能なレベルに到達したという評価をした、他方、我が国を含めた「双方」もしくは「関係各機関」

が、周辺国への技術移転のための、準備をすべきであるというところまで踏み込み、調査団とし

ての提言を行うことは困難である旨を説明した。更にタイ側が提案した「関係各機関・・・」の一

文を「その他」の項目として、「タイ側は TCNC プロジェクトが成功裡に実施されるよう、全関係

機関により支援されるべきであるとの提言をし、調査団はこの提言を日本に持ち帰り、各関係機

関に伝える」とすることで合意を得た。

3．終了までの活動及び周辺国への技術移転に向けてのスケジュール

1999（平成 11）年度予算により、計画中の広域技術協力活動の一環として 2000 年 3 月に、タイ

の専門家を対象国（承認されていたうち、現在の所ペンディングとなっているミャンマーを除く

カンボディア、ラオスの 2 か国）に派遣する見込みと聞いている。これにより、延長の最終的な目

標であった周辺国への技術移転に向けての第一歩を踏み出したものと考えている。

今後は、タイ側がプロジェクト終了後も、個別派遣専門家として、引き続き活動される予定の

北村チーフアドバイザーの助言を得るなど、合同評価報告書の提言を実行していくことが求めら

れる。

4. その他

食品衛生分野では、表敬・協議や合同委員会で関係局長などからも発言があったように、その

性格上、裨益が非常に広汎にわたり、また効果が見えやすいことから、協力の意義は高いと考え

られる。

したがって、被援助国からの要望にできる限り応えていくことが理想的なのである。しかし、す

べての要望に対し、我が国からの直接の援助で応えることは、予算面などからもまず、人材の確
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保から事実上不可能である（特に本分野は、OB を含む厚生省あるいは、その関連団体からの人材

確保が必要となるため、プロ技については同時に 2 研を実施することが極めて困難である）。

上記事情にかんがみ、今後は本プロジェクトをモデルとしつつ、更にプロジェクト開始当初か

ら南南協力を実施することが必要であると考えられる。
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